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研究の概要（200～300字で記入、図･グラフ等は使用しないこと。） 

本研究はパウロ神学の根本思想を明らかにせんとする研究である。これまでの研究で、長年（500 年）未解決のままに

なって来た大問題である e;rga no,mou 即ち works of law（律法の業）の意味について、言語学的（ギリシア語とヘブライ語）

解析、ロマ書の文脈、さらにユダヤ教の Mishnah や Tannaitic Midrash の研究によって明らかにした。その結果この 
e;rga no,mou は hrwtb hdwb[ Services according Torah（律法に従った務め）を意味し、ユダヤ教の割礼や食事規定さら

に安息日の細則などの他 The Study of the Torah(律法の学び)の意味であることが分かった。今回の研究はこれらの結果

を踏まえて、パウロ神学において律法がどの様に位置ずけられているか、律法の何を終わりとし、何を取り上げているの

か、さらに律法と信仰の関係は何か､また信仰とは何を信じるのかを明らかにすることを目的とし、ロマ書 9:30-10:11 を

取り上げて検討した、その結果パウロはロマ書 10:6-10:11 において旧約聖書の申命記 30:12-30:14 を書き換えて引用して

いる、即ち「戒めを聞いて行うことが出来る」と言う「律法の学び」などのユダヤ教的な所を割愛し、キリストの死と復

活に関することを入れて書き直している。さらに信仰の言葉として「イエスを主であると告白し、神がイエスを死者たち

の中から復活させたと信じるならすくわれる」としており、パウロの言う信仰とは何かを示していることを述べた。 
なお、本研究に当たっては 2010 年の前期は佐藤研教授が、また後期は月本昭男教授がそれぞれ主査として指導された。 

 
キーワード（研究内容をよく表しているものを３項目以内で記入。） 
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研究成果の概要（図･グラフ等は使用しないこと。） 

本研究はパウロ神学の根本思想を明らかにせんとする研究である。これまでの研究で、長年（500 年）未 
解決のままになって来た大問題である e;rga no,mou 即ち works of law（律法の業）の意味について、言語学的 

（ギリシア語とヘブライ語）解析、ロマ書の文脈、さらにユダヤ教の Mishnah や Tannaitic Midrash の研究

によって明らかにした。その結果この e;rga no,mou は hrwtb hdwb[,Services according Torah（律法に従った

務め）を意味し、ユダヤ教の割礼や食事規定さらに安息日の細則などの他 The Study of the Torah(律法の学び)
の意味であることが分かった。今回の研究はこれらの結果を踏まえて、パウロ神学において律法がどの様に位

置ずけられているか、律法の何を終わりとし、何を取り上げているのか、さらに律法と信仰の関係は何か､ま

た信仰とは何を信じるのかを明らかにすることを目的とした。 
さてパウロは律法と信仰の関係についてロマ書 9:30-10:10 で詳述しておりこれら各項目について検討した。

まず、9:30b「異邦人が､義を〔すなわち〕信仰による義を捕えた。」（岩波）とあるのに対し 9:31b「イスラ 
エルは義の律法を追い求めていたのに〔その〕律法に到達しなかった。」、9:32「なぜか、信仰によらずにむし

ろ業によるかのように〔追い求めた〕からである。」、この「業によるかのように」は w`j evx e;rgwn すなわち 

ユダヤ人は e;rga <hdwb[>（律法の学び）によって追い求めたが、それでは得られない、信仰によらなければ 

得られないとパウロは主張している。この点について従来は e;rga を「行い」の意味に捕えていたためケーゼ

マン
1
やムー（Moo）2

のように「律法を行って、その業績によって義を得ようとしている」と取る学者が多く

いるが、一方、ヴィルケンズ
3
のようにそれに反対する学者もいる、しかし e;rga の意味が前記の様に解明出来

た今日、パウロは「律法の学び」を否定したのであって「律法を行う」ことを否定していないと理解出来る。 

  次に、10:3b「自らの〔義〕を立てることを追い求めて神の義に従わなかったのである」この意味もこれま

では「律法を行う」ことと理解する学者が多かったが、それでは善を行うことを否定することになりかねない

嫌いがあった。これに対しパウロが e;rga no,mou を否定していることから、これについても「律法の学び」によ

って追い求めたが到達出来なかったと解釈すれば、容易に理解出来ることである。ビラーベック（Billerbeck）
は自分自身の義を立てる宗教を Religion of self-salvation と呼んでいる。 

  もう一つの難問は 10:4 の
 te,loj ga.r no,mou Cristo.j である。従来、これは「キリストは律法の終わりとなられ

た」と理解されていたが、ヴィルケンズ
3
は「キリストは律法の目標である」としている。パウロが 10:5 で律

法による義を述べていることから、前者の様な律法の全面否定と解釈することは矛盾が多くなり考えられない

ことである。これについて D-A. Koch 5 
は、これを Gesetz der Werke として業の律法と理解している。また

E. ケーゼマン
1
は「それ故パウロにおいては 10:5,ガラテヤ 2:21,3:11,5:4、ピリピ 3:6,3:9 の個所で律法も自

らそれらの わざ にとって代わる。」として e;rga no,mou が no,moj 単独で用いられることがあると指摘している。

以上のことからこの te,loj ga.r no,mou Cristo.j は te,loj ga.r e;rgwn no,mou Cristo.j の e;rgwn が省略されたものと理

解すべきであり「キリストは律法の務めの終わりである」の意味と思われる。 
最期は申命記の 30:12;30:13;30:14 をパウロが書き変えて引用した 10:6-10:11 である。ここも大部分の神学

者はこれまで、パウロが律法を完全に否定し、信仰の言葉を述べたものと解釈してきた。しかしこれは「律法

の学び」に関する所をキリストへの信仰に書き換えたのであって倫理律法の否定は全く考えられていない。 
パウロは次の様に申命記の「律法の学び」に関係する言葉を削除した。 
まず申命記 30:12 では“kai. lh,myetai auvth.n h`mi/n kai. avkou,santej auvth.n poih,somen” 

（われわれがそれを行うために、誰がそれをわれわれに取って来て、〔語って〕聞かせてくれるのか） 

次に申命記 30:13 では“kai. lh,myetai h`mi/n auvth,n kai. avkousth.n h`mi/n poih,sei auvth,n kai. poih,somen” 

（われわれがそれを行うために、誰がそれをわれわれに取って来て、〔語って〕聞かせてくれるのか） 

更に申命記 30:14 では“kai. evn tai/j cersi,n sou auvto. poiei/n”（〔その言葉は、〕あなたの手にあるので、それを行う

ことが出来る）このように、申命記 30:12 と 30:13 とにおいて削除しているのは「律法の学び」により律法を

行えるかのように言っているところであり、これらを全て取り去っている。また申命記 30:14 の削除個所は

LXX にのみある個所であるが、この「あなたの手にあるので」とは申命記の 6:8 から来ているところで、「律

法を学び」即ち律法を手に結んで、口で唱えて、常に心で口ずさめばあなたはこれを行うことが出来るという

「律法の学び」のところを取り去っている。そしてパウロはこのように削除した後のところに、キリストの十

字架と復活の出来事とを追加しているのである。その結果、ロマ書 10:6 は申命記 30:12 の残りった個所に 
  キリストのことを追加したもので ti,j avnabh,setai eivj to.n ouvrano,nÈ tou/tV e;stin Cristo.n katagagei/n（あなたは 

  なたの心のうちで、誰が天に昇るであろうか、と言ってはならない、それはキリストを天から挽き降ろすことである。） 
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研究成果の概要 つ づ き   

即ちイエス・キリストが復活して天に昇られて、信じる者に聖霊を与えていることを意味している。ロマ書

10:7 は、申命記 30:13 に同じ様にキリストのことを追加したもので h; ti,j katabh,setai eivj th.na;bussonÈ tou/tV 

e;stin Cristo.n evk nekrw/n avnagagei/nÅ（あるいは誰が陰府に下るであろうか〔と言ってもいけない〕。それは〔陰府に

下った〕キリストを死者たち〔の中〕から引きずり上げることである。）即ちクランフィールド
4
の言うようにイエ

スキリストが十字架にかけられ死なれて罪を贖われ、さらに死者たちの中から復活したことを示している。 
ロマ書 10:8 は、申命記 30:14 に同じ様にして信仰のことを追加したもので evggu,j sou to. r`h/ma, evstin evn tw/| 

sto,mati, sou kai. evn th/| kardi,a| sou( tou/tV e;stin to. r`h/ma th/j pi,stewj o] khru,ssomen（それでは〔信仰による義は〕何

と言っているのか。言葉はあなたの近くにあり、あなたの口のうちに、そしてあなたの心のうちに〔ある〕。これは私た

ちが述べて伝えている信仰の言葉〔のこと〕である）即ち律法の業による義は、十戒を学び唱えることであるが、

信仰による義は信仰の言葉を唱えて信じることである。その信仰の言葉は 10:9 o[ti eva.n o`mologh,sh|j evn tw/| 

sto,mati, sou ku,rion VIhsou/n kai. pisteu,sh|j evn th/| kardi,a| sou o[ti o` qeo.j auvto.n h;geiren evk nekrw/n( swqh,sh|（なぜな

らば、もしもあなたがあなたの口で主イエスを告白し、あなたの心のちで、神はイエスを死者たち〔の中〕から起こし

たと信じるなら、あなたは救われるであうから。）この宣教の言葉、信仰の言葉こそパウロの伝道と信仰の生活か

ら得られた最も簡潔で、効果的な宣教と信仰の言葉である。ロマ書はまさに復活信仰の福音書である。なぜ

ならそれはロマ書 1:4,4:24,4:25,6:4,7:4,8:11,10:9,11:15,14:9、のほとんどの章節に「死者たちの中から起こ

されたことが書かれている。」そしてパウロはこのことを強調するために次のロマ書 10:10 で復活信仰を次

のように繰り返している。ロマ書 10:10  kardi,a| ga.r pisteu,etai eivj dikaiosu,nhn( sto,mati de. o`mologei/tai eivj 

swthri,anÅ（心によって信じられて義へと〔至る〕のであり、口によって告白されて救いへと〔至〕るのである。）即ち

イエス・キリストの復活を信じることにより「神の義」が与えられるのであり、その神の義は聖霊であって、

このように信じることによって、聖霊が与えられるというのである。しかもその「神の義」はロマ書 8:2 に

あるように「イエスキリストにある命の霊の律法」が与えられるのである。 
    なお、この様な申命記を書き直して引用していることについて、下記のような既存のキリスト論的な文節 

をパウロが引用したに過ぎないとする意見がかなりあった。しかしこれらの意見について D-A. Koch 5 は理

由を挙げてことごとく否定しており、またこれらがパウロのオリジナルであることを論証している。 
(1) 昇天と黄泉降下（Ⅰペト 3:19, エペソ 4:8, ヨハネ 1:51, 3:13, 6:62） 

      この様な、天国に行く、疑獄に行くという形による解釈は、パウロ以前には一般的に文書で裏ずけられて 
い  いない。従ってパウロの引用時点では存在しなかった。 

(2) 卑下と高挙（フィリピ 2:8）および先在 
  ロマ書 10:6 には卑賎の局面が欠けており、10:7 の高挙も同じである。また、パウロ以前には先在と死者 
 達からの復活を結び付けるものはない、したがって従ってロマ書 10:6f は全く関係が無い。 
(3 )  バ ル ク 書 3 :29-3 :31  
 バ ル ク 書 に は 申 命 記 30:14 が 欠 け て お り 、ロ マ 書 10 :8 の to .  r ` h / m a  th / j  pi , s t ewj が 中 心 で あ

っ て 、 こ れ が 欠 け て い る た め 、 引 用 対 象 で は な い 。  
(4 )  タ ル グ ム -ハ ン ド 聖 書  こ れ は 最 終 編 集 が 10-12 世 紀 で あ る の で 、引 用 は 不 可 能 で あ る 。 
(5 )  詩 篇 106:26  こ れ は 文 面 的 に は ロ マ 書 10 :7 と 似 て い る が 、 内 容 が 全 く 違 う の で 、 引 用  
 対 象 で は な い 。  

  以上、ロマ書 9:30-10:11 について、これまでは、パウロは「律法を行う」ことを否定し、「信仰」によ義 
 を主張していると理解されて来たが、前者は倫理否定に至る可能性があり、その意味の解明が求められてい

た。今回の研究で e;rga no,mou の意味が「律法の学び」を意味し、パウロがロマ書全体で「律法の学び」から

「信仰」へと主張していることから、ここでも同じ主張をしているものと判断すべきであると思われる。 
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